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行
政
作
用
の
違
法
と
州
の
救
済
手
続

　
　
　
　
ー
合
衆
国
法
典
四
二
巻
一
九
八
三
条
に
基
づ
く

　
　
　
　
　
　
不
法
行
為
訴
訟
と
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
ー

田
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泰
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一
　
合
衆
国
法
典
四
二
巻
一
九
八
三
条
の
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
最
近
、
我
国
で
、
合
衆
国
法
典
四
二
巻
一
九
八
三
条
に
、
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
条
項
が
、
公
務
員
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

行
う
不
法
行
為
を
そ
の
対
象
と
し
、
し
か
も
、
我
国
と
は
異
な
る
法
理
論
を
展
開
し
て
き
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
相
違
の
根
幹
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
す
の
が
、
本
条
の
由
来
が
、
い
わ
ゆ
る
基
本
権
法
（
9
邑
霊
α
q
プ
冨
＞
＆
に
よ
る
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
法
律
は
、
州
に
よ
る
人
種
差
別
の
撤
廃
を
そ
の
目
的
と
し
た
．
そ
こ
で
、
合
衆
国
憲
法
が
定
め
る
権
利
章
典
を

各
州
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
連
邦
憲
法
第
一
四
修
正
の
実
現
が
、
こ
の
法
律
の
直
接
的
な
目
標
と
さ
れ
た
。

　
さ
て
、
こ
こ
か
ら
、
次
の
二
つ
の
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
そ
の
第
一
の
問
題
は
、
一
九
八
三
条
で
回
復
を
求
め
う
る
権
利
が
拡
大

し
た
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
確
か
に
、
制
定
の
由
来
・
目
的
か
ら
、
始
め
は
平
等
保
護
条
項
に
か
か
わ
る
問
題
だ
け
が
争
わ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

そ
こ
で
、
近
年
に
至
る
ま
で
、
訴
訟
提
起
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
比
較
的
・
数
的
に
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
一
九
八
三
条
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

根
拠
に
損
害
賠
償
等
を
請
求
す
る
訴
訟
が
、
連
邦
裁
判
所
の
受
訴
件
数
の
相
当
数
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
理
由
の
一
つ

が
、
こ
の
条
項
で
争
点
と
し
う
る
権
利
が
拡
大
し
た
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
公
務
員
の
な
す
違
憲
行
為
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

あ
る
限
り
、
免
責
法
理
が
適
用
さ
れ
る
類
型
を
除
き
、
平
等
保
護
に
か
か
わ
り
な
く
争
い
う
る
。
い
わ
ば
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
た
め

の
一
般
的
な
行
政
救
済
法
に
な
っ
た
。
第
二
の
間
題
は
、
こ
の
条
項
が
、
第
一
四
修
正
の
実
現
を
目
的
と
す
る
こ
と
か
ら
、
一
四
修
正
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

要
請
す
る
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
冒
セ
ス
（
な
お
、
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
・
セ
ス
は
、
第
一
の
権
利
拡
大
の
間
題
と
な
る
）
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ

き
か
に
あ
る
。
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
は
、
実
効
的
に
働
き
う
る
州
の
救
済
手
続
を
備
え
る
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
．
そ
こ
で
、
そ

の
手
続
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
手
続
に
よ
り
救
済
し
よ
う
と
す
る
権
利
と
の
関
連
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
前
者
は
別
稿
で
考
察
し
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
一
九
八
三
条
で
争
点
と
し
う
る
権
利
と
手
続
的
デ

ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
連
を
考
察
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
た
い
。
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行政作用の違法と州の救済手続

（
1
）
お
d
・
ψ
ρ
暫
O
o
。
ω
り
は
、
次
の
よ
う
な
条
文
と
な
っ
て
い
る
．
国
く
①
薫
頴
冨
呂
妻
言
茸
α
霞
8
一
窪
9
導
『
。
陰
寅
“
暮
ρ
o
匡
ぎ
導
＄
括
－

磐
劉
江
g
も
葛
ε
β
。
吋
嘉
夷
9
。
鴎
導
矯
の
蜜
審
。
吋
ひ
Φ
三
ひ
。
藁
一
巽
9
①
9
の
。
『
8
毒
＄
ε
げ
①
。
・
暮
斬
。
9
Φ
倉
導
網
。
三
国
聲
。
騰
夢
Φ
d
暮
a

の
霊
θ
＄
。
吋
。
爵
3
冨
駐
3
証
夢
幽
口
夢
①
甘
冴
臼
9
凶
8
些
霞
Φ
。
一
浮
Φ
含
Φ
質
写
暮
一
。
づ
。
騰
餌
蔓
ユ
o
q
ゲ
葺
胃
三
一
Φ
σ
q
＄
。
吋
冒
目
毒
置
霧
ω
①
。
ξ
a

ξ
夢
Φ
O
。
器
菖
び
9
ゆ
8
”
旨
蜀
≦
¢
』
富
目
び
①
目
僅
三
Φ
ψ
。
夢
。
冨
吋
蔓
一
三
自
＆
汐
導
8
ぎ
”
暮
蜀
≦
』
三
貯
ゴ
β
9
蔓
一
。
吋
。
夢
霞
買
8
窪

　
鷲
0
8
a
首
o
q
協
o
吋
器
母
＄
・
．

（
2
）
　
我
国
で
の
主
要
な
研
究
成
果
は
、
宇
賀
克
也
『
国
家
責
任
法
の
分
析
』
有
斐
閣
．
昭
和
六
三
（
一
九
八
二
）
年
、
三
二
六
ー
三
四
九
頁
、
植
村

栄
治
「
各
国
国
家
補
償
法
の
歴
史
的
展
開
と
動
向
』
『
国
家
保
償
法
大
系
　
1
』
目
本
評
論
社
、
昭
和
六
三
（
一
九
八
二
）
年
所
収
、
一
四
六
ー
一

　
五
六
頁
（
以
下
、
植
村
『
歴
史
的
展
開
と
動
向
」
と
し
て
引
用
）
、
同
「
合
衆
国
法
典
四
二
巻
一
九
八
三
条
に
基
づ
く
州
公
務
員
等
の
不
法
行
為
責

任
」
『
雄
川
一
郎
先
生
献
呈
論
集
・
行
政
法
の
諸
問
題
　
中
』
有
斐
閣
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
、
六
一
九
ー
六
四
五
頁
（
以
下
、
植
村
「
不
法

行
為
責
任
』
と
し
て
引
用
）
、
そ
の
他
筆
者
に
よ
る
研
究
と
し
て
、
田
村
「
合
衆
国
に
お
け
る
公
務
員
の
不
法
行
為
責
任
の
法
理
」
『
東
京
国
際
大
学

論
叢
商
学
部
編
』
第
三
七
号
、
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
、
一
一
三
ー
コ
一
五
頁
（
以
下
、
田
村
「
不
法
行
為
責
任
」
と
し
て
引
用
）
、
田
村

　
「
公
法
上
の
不
法
行
為
と
制
限
的
免
責
－
合
衆
国
法
典
四
二
巻
一
九
八
三
条
と
の
関
連
で
i
」
『
東
京
国
際
大
学
論
叢
　
商
学
部
編
』
第
三
八
号
、
昭

和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
、
九
五
－
一
〇
五
頁
、
田
村
「
合
衆
国
に
お
け
る
裁
判
官
免
責
制
度
の
動
向
－
合
衆
国
法
典
四
二
巻
一
九
八
三
条
に
基
づ
く

違
憲
行
為
を
構
成
す
る
不
法
行
為
訴
訟
と
絶
対
的
免
責
1
」
『
比
較
法
雑
誌
』
第
二
二
巻
第
二
号
、
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
、
一
一
ー
三
〇
頁
、

　
田
村
『
合
衆
国
公
務
員
の
過
失
と
賠
償
－
合
衆
国
法
典
四
二
巻
一
九
八
三
条
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
東
京
国
際
大
学
論
叢
　
商
学
部
編
』
第
三
九
号
、

　
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
、
八
三
ー
九
四
頁
（
以
下
、
田
村
「
過
失
と
賠
償
」
と
し
て
引
用
）
、
田
村
「
公
務
員
の
不
法
行
為
と
訴
訟
費
用
の
請
求

－
合
衆
国
法
典
四
二
巻
一
九
八
三
条
と
一
九
八
八
条
と
の
関
連
で
ー
」
『
東
京
国
際
大
学
論
叢
経
済
学
部
編
』
第
一
号
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）

年
、
三
九
－
四
九
頁
、
田
村
「
公
務
員
の
不
法
行
為
と
州
の
救
済
手
続
履
践
（
消
耗
）
原
則
i
合
衆
国
法
典
四
二
巻
一
九
八
三
条
と
へ
ー
ピ
ア
ス
・

　
コ
ー
パ
ス
と
の
関
連
で
ー
』
『
東
京
国
際
大
学
論
叢
　
経
済
学
部
編
』
第
二
号
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
、
三
七
ー
四
八
頁
（
以
下
．
田
村
「
履

践
原
則
』
と
し
て
引
用
）
、
田
村
「
公
務
員
の
不
法
行
為
と
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
ー
合
衆
国
法
典
四
二
巻
一
九
八
三
条
に
お
け
る
権
利
と
救

済
」
『
東
京
国
際
大
学
論
叢
　
経
済
学
部
編
』
第
三
号
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
、
六
九
ー
八
二
頁
（
以
下
、
田
村
「
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
・
セ

　
ス
」
と
し
て
引
用
）
、
ま
た
、
ま
と
ま
っ
た
判
例
評
釈
と
し
て
、
渥
美
東
洋
編
『
米
国
刑
事
判
例
の
動
向
　
H
』
中
央
大
学
出
版
部
、
平
成
元
（
一
九

　
八
九
）
年
、
二
四
六
頁
以
下
が
あ
る
。

（
3
）
　
我
国
の
国
家
賠
償
法
で
は
、
被
告
は
国
又
は
公
共
団
体
と
す
る
法
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
八
三
条
で
は
、
原
則
と
し
て
担
当
公
務
員

　
個
人
が
被
告
と
な
る
．
そ
れ
ゆ
え
、
州
等
の
責
任
を
認
め
る
べ
き
だ
と
の
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
（
国
Φ
馨
Φ
さ
9
U
零
量
卜
織
ミ
§
恥
壁
ミ
軌
ミ
ト
§

333
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孚
§
誉
。
。
｝
＜
鼻
μ
〇
三
ぎ
邑
昌
9
の
§
9
品
P
這
o
。
命
暮
旨
P
）
。
さ
ら
に
、
我
国
で
は
、
原
則
と
し
て
全
て
の
国
家
行
為
が
請
求
の
対
象
と

　
な
る
が
、
一
九
八
三
条
で
は
、
理
論
的
に
損
害
賠
償
請
求
が
全
く
許
容
さ
れ
な
い
行
為
類
型
が
判
例
法
理
と
し
て
確
立
し
て
い
る
（
家
①
透
8
ダ
寄
ざ

ω
o

。
O
q
．
ψ
零
“
（
這
爲
）
で
は
裁
判
官
の
行
為
が
、
一
舅
宮
霞
ダ
霊
。
暮
窮
彗
』
曽
q
あ
σ
合
O
（
お
ま
）
で
は
検
察
官
の
訴
追
裁
量
が
、
い
わ
ゆ
る

絶
対
的
免
責
（
”
富
。
一
暮
⑦
ぎ
冨
聲
一
蔓
）
の
対
象
と
さ
れ
、
そ
の
後
も
拡
大
適
用
さ
れ
た
）
。
そ
の
他
、
細
か
な
点
で
、
種
々
の
相
違
が
あ
る
が
、
紙
幅

　
と
の
関
連
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
注
（
2
）
の
諸
文
献
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
4
）
　
こ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
∪
①
〈
①
一
8
ヨ
。
暮
ぎ
夢
Φ
ぎ
ヨ
留
§
§
這
。
。
鋤
§
良
勺
＆
ミ
§
。
。
§
8
＝
夷
～
炉
閑
軍
～
＝
器
（
這
ミ
）
。
ま
た
．

　
南
北
戦
争
直
後
の
条
文
の
紹
介
は
，
す
で
に
我
国
で
も
次
の
文
献
が
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
植
村
栄
治
「
米
国
州
公
務
員
が
連
邦
法
を
侵
害
し
た

　
場
合
の
個
人
責
任
法
制
の
沿
革
－
南
北
戦
争
後
の
市
民
権
法
諸
法
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
成
腰
法
学
』
第
二
七
号
，
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
、

　
八
九
ー
九
三
頁
。

（
5
）
　
渥
美
東
洋
『
レ
ッ
ス
ソ
刑
事
訴
訟
法
　
下
』
中
央
大
学
出
版
部
、
昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）
年
、
一
九
八
頁
。

（
6
）
　
す
で
に
、
我
国
で
も
受
訴
件
数
が
少
な
か
っ
た
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
町
井
和
郎
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
憲
法
的
不
法

行
為
の
生
成
』
『
大
東
法
学
函
第
七
号
、
昭
和
五
六
（
一
九
八
一
）
年
、
三
六
頁
、
植
村
「
不
法
行
為
責
任
」
、
六
二
二
ー
六
一
…
頁
参
照
。

　
ま
た
、
そ
の
具
体
的
な
数
字
を
指
摘
し
、
こ
の
傾
向
を
論
証
す
る
も
の
と
し
て
、
Z
。
貫
『
ぎ
9
＆
謁
＆
ミ
。
。
卜
魯
問
§
ミ
鷺
§
恥
＆
§
』
魯
q
§
欝

肉
＆
ミ
匙
9
§
隷
§
＆
ぎ
8
冒
P
い
臼
ω
8
（
這
田
）
。
な
お
、
こ
の
文
献
に
基
づ
き
、
我
国
に
．
こ
の
傾
向
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
は
．
植

村
『
歴
史
的
展
開
と
動
向
』
一
四
九
お
よ
び
一
五
六
頁
、
同
様
の
指
摘
は
．
宇
賀
．
前
掲
書
、
三
三
六
頁
。

（
7
）
　
最
近
は
．
こ
れ
が
統
計
的
に
も
論
証
さ
れ
て
い
る
。
田
器
暮
。
韻
導
山
の
9
識
昌
『
ぎ
き
§
＆
農
9
毯
§
ミ
帖
§
匙
§
§
馴
§
ミ
帖
§
｝
認

　
Q
o
遵
目
ピ
い
国
国
く
。
9
ド
①
鴇
ー
O
oo
O
（
這
oo
刈
y

（
8
）
　
≦
置
琶
導
り
9
ま
§
ミ
艦
§
巳
目
ミ
貫
β
言
§
い
寄
～
μ
謡
（
一
〇
〇
。
O
）
。
そ
こ
で
、
一
九
八
三
条
で
、
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
論
が

権
利
創
設
目
的
で
主
張
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
田
村
「
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
・
セ
ス
』
七
二
i
七
四
頁
．
ま
た
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
、
裁
判
例
が

そ
の
種
の
傾
向
を
示
し
た
、
望
巷
ρ
q
。
鳶
§
§
ざ
蓉
h
臼
ミ
警
嗣
。
ミ
。
。
§
、
§
Q
§
9
罫
。
円
さ
§
画
ミ
。
。
切
遷
§
9
8
Z
揖
戸
ご
閃
国
～
曽
S

鵠
『
山
逡
（
一
8
9
植
村
「
不
法
行
為
責
任
」
六
二
三
ー
六
二
四
頁
、
宇
賀
、
前
掲
書
、
三
三
七
頁
。

（
9
）
　
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
我
国
で
の
主
要
な
研
究
は
、
松
井
茂
記
「
非
刑
事
手
続
領
域
に
お
け
る
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
理

論
の
展
開
e
l
㊨
」
『
法
学
論
叢
』
第
一
〇
六
巻
第
四
号
－
第
一
〇
七
巻
第
六
号
、
昭
和
七
七
－
五
八
（
一
九
八
一
－
一
九
八
二
）
年
、
一
〇
六
巻

　
四
号
一
二
ー
五
六
頁
、
六
号
四
四
－
七
七
頁
、
一
〇
七
巻
一
号
七
二
－
一
〇
〇
頁
、
四
号
六
二
－
九
二
頁
、
六
号
二
〇
ー
四
三
頁
（
以
下
、
松
井

「
デ
ュ
ー
・
プ
β
セ
ス
」
と
し
て
引
用
）
、
本
多
滝
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
手
続
の
展
開
－
一
九
七
〇
年
代
お
よ
び
一
九
八
○
年
代
前
半
に
お
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け
る
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
冒
セ
ス
の
法
理
e
l
⇔
」
『
法
政
論
集
』
第
一
二
八
ー
一
二
九
号
、
平
成
元
i
二

二
八
号
一
ー
三
七
頁
、
一
二
九
号
一
六
九
ー
二
〇
六
頁
（
以
下
．
本
多
「
行
政
手
続
の
展
開
」
と
し
て
引
用
）
。

（
一
九
八
九
ー
一
九
九
〇
）
年
、

二
　
合
衆
国
法
典
四
二
巻
一
九
八
三
条
の
法
的
性
格

行政作用の違法と州の救済手続

　
こ
の
間
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
一
九
八
三
条
の
法
的
な
性
格
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
我
国

の
学
説
の
中
に
、
こ
の
条
項
の
性
格
を
誤
解
し
、
こ
の
条
項
の
み
に
よ
り
制
度
改
革
な
い
し
公
共
訴
訟
と
い
わ
れ
る
訴
訟
が
成
立
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
見
解
が
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
手
続
」
は
、
手
続
自
体
の
環
疵
を
争
う
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、

結
果
と
し
て
手
続
の
改
革
を
な
す
の
だ
と
の
主
張
が
な
さ
れ
や
す
い
。
現
に
、
論
者
は
、
差
止
命
令
に
関
し
、
一
九
八
三
条
に
基
づ
き
刑

務
所
等
の
収
容
者
が
提
起
す
る
訴
訟
は
、
自
己
の
具
体
的
権
利
と
は
別
に
刑
務
所
内
の
諸
々
の
制
度
を
改
革
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
だ
と

　
　
　
　
　
（
1
1
）

主
張
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
一
言
で
い
え
ぽ
、
一
九
八
三
条
は
、
具
体
的
権
利
侵
害
の
回
復
を
求
め
る
請
求
方
法
を
定
め
た
条
項
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
確
立
さ
れ
た
法
理
と
な
っ
て
い
る
。
判
例
は
、
損
害
賠
償
を
主
要
な
請
求
と
す
る
事
例
で
差
止
命
令
等
も
含
め
た
ま
さ
に
一
九
八
三

条
の
法
的
性
格
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
「
当
裁
判
所
が
何
度
と
な
く
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
八
三
条
は
、
そ
れ
自
体

で
実
体
法
上
の
権
利
の
源
と
な
る
の
で
は
な
く
、
単
に
他
の
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
連
邦
法
上
の
権
利
を
回
復
す
る
方
法
を
規
定
し
た
に

　
　
　
（
1
2
）

す
ぎ
な
い
」
。
つ
ま
り
、
判
例
は
個
人
の
権
利
と
は
別
に
、
救
済
規
定
の
み
で
訴
権
が
生
じ
訴
訟
が
成
立
す
る
と
の
考
え
を
完
全
に
否
定

　
　
　
（
1
3
）

し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
一
九
八
三
条
の
理
解
か
ら
、
合
衆
国
憲
法
第
一
四
修
正
の
実
現
を
一
方
で
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
こ
の
条
項
の
下
で
の
訴

（
1
4
）

訟
で
、
一
四
修
正
が
要
求
す
る
手
続
的
デ
ュ
i
・
プ
ロ
セ
ス
と
実
体
的
権
利
と
の
関
連
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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（
10
）
　
大
沢
秀
介
『
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
と
司
法
ー
公
共
訴
訟
を
め
ぐ
っ
て
ー
』
慶
鷹
通
信
、
昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）
年
、
一
二
七
ー
二
二
五
頁
。

　
（
以
下
、
大
沢
「
公
共
訴
訟
」
と
し
て
引
用
）
．

（
11
）
　
大
沢
秀
介
『
現
代
型
訴
訟
の
日
米
比
較
』
弘
文
堂
、
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
、
一
二
七
－
一
二
九
、
二
三
ー
二
一
三
頁
（
以
下
、
大
沢

　
「
現
代
型
訴
訟
』
と
し
て
引
用
）
。
同
「
公
共
訴
訟
」
、
二
〇
七
頁
．
し
か
し
、
公
共
訴
訟
や
制
度
改
革
訴
訟
が
一
九
八
三
条
の
下
で
な
さ
れ
て
い
る

　
と
の
論
者
の
指
摘
が
不
正
確
な
こ
と
は
、
訴
訟
条
件
の
分
析
か
ら
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
必
要
な
範
囲
で
そ
れ
を
示
し
て
お
く
。
そ
れ
は
、
収
容

　
者
が
提
起
す
る
一
九
八
三
条
訴
訟
の
訴
訟
条
件
利
用
の
特
殊
性
に
あ
っ
た
。
さ
て
．
こ
の
種
訴
訟
の
目
的
は
、
施
設
内
で
の
行
刑
目
的
手
続
を
争
点

　
に
あ
る
。
そ
れ
は
善
時
得
点
等
、
こ
の
種
手
続
の
結
果
が
直
接
、
拘
禁
期
間
に
影
響
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
請
求
は
当
然

　
へ
ー
ピ
ア
ス
・
コ
ー
パ
ス
で
な
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
州
の
救
済
手
続
を
ま
ず
履
践
（
消
耗
）
せ
よ
と
の
原
則
が
団
塁
‘
客
。
ダ
o。
認
d
●
¢

ω
O
一
（
一
8
ω
）
●
で
か
な
り
ゆ
る
や
か
に
解
さ
れ
、
そ
れ
を
経
な
く
と
も
連
邦
裁
判
所
に
訴
訟
提
起
が
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
．
最
高
裁

　
は
要
や
冒
≦
二
の
耳
‘
探
犀
郵
餐
ω
戸
ψ
認
（
一
〇
ミ
）
・
で
、
事
実
上
、
確
定
判
決
等
を
争
わ
せ
な
い
と
の
理
由
で
、
こ
れ
に
限
定
を
加
え
た
の
で
．

　
こ
の
種
請
求
が
困
難
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
八
三
条
を
弁
法
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
竃
。
葭
8
～
り
碧
ρ
ω
留
望
ω
し
零

（
一
〇
〇
一
）
。
で
、
一
九
八
三
条
で
は
州
の
手
続
を
履
践
し
な
く
と
も
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
履
践
を
訴
訟
条
件
と
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

最
高
裁
は
、
甥
駐
霞
‘
閑
a
ユ
繋
聲
台
一
娼
ψ
ミ
又
這
お
y
で
公
共
訴
訟
論
者
の
述
べ
る
よ
う
な
請
求
は
で
き
な
い
と
明
確
に
判
示
し
た
（
田

村
『
履
践
原
則
』
三
八
－
四
一
頁
、
田
村
「
刑
事
裁
判
の
違
法
性
と
国
家
賠
償
法
一
条
の
適
用
ー
判
例
の
批
判
的
考
察
1
」
『
法
学
新
報
』
第
九
七

巻
第
三
・
四
号
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
一
六
七
ー
一
六
八
頁
）
．
も
っ
と
も
、
論
者
は
そ
の
後
の
霊
園
。
～
Ω
。
＆
Φ
』
器
d
．
幹
ま
ト
o
（
お
お
）
●
を

根
拠
と
し
て
い
る
（
大
沢
「
現
代
型
訴
訟
』
二
七
頁
）
．
し
か
し
、
最
高
裁
は
あ
る
種
類
の
行
刑
目
的
の
行
為
は
、
政
府
の
裁
量
権
が
大
巾
に
認
め

ら
れ
、
裁
判
官
は
極
力
介
入
し
な
い
と
明
確
に
判
示
し
、
公
共
訴
訟
論
者
の
述
べ
る
こ
と
と
は
、
全
く
逆
の
判
断
を
、
こ
の
種
の
問
題
の
ラ
ソ
ド
・

　
マ
ー
ク
と
さ
れ
る
円
霞
づ
霞
‘
の
島
①
ざ
鵠
N
戸
m
壽
（
這
o
。
§
で
判
示
し
て
い
る
。
な
お
、
公
共
訴
訟
論
で
は
こ
の
訴
訟
条
件
や
弓
自
ロ
忠
判

決
に
つ
い
て
全
く
分
析
が
加
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
な
お
、
↓
霞
器
吋
判
決
前
の
動
向
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
は
、
井
上
典
久
『
受
刑
者
の
人
権

と
制
度
改
革
訴
訟
ー
合
衆
国
で
の
裁
判
所
に
よ
る
刑
務
所
改
革
に
つ
い
て
ー
」
『
阪
大
法
学
』
第
二
二
九
号
、
昭
和
六
一
（
一
九
八
六
）
年
、
五
五

頁
以
下
が
あ
る
が
、
今
後
自
母
p
零
判
決
の
法
理
を
加
え
た
分
析
が
ま
た
れ
る
．

（
12
）
O
声
富
目
～
Q
。
暮
貫
鶏
娼
ψ
炉
≦
の
盒
昼
盆
ま
－
合
嵩
（
お
o
。
。
）
。
な
お
、
こ
の
法
理
は
、
す
で
に
、
公
共
訴
訟
論
者
が
ほ
ぼ
唯
一
の
よ

り
ど
こ
ろ
と
す
る
蜜
目
。
ダ
Q
8
量
島
。
。
q
ψ
ω
①
O
（
這
お
）
D
の
直
後
、
最
高
裁
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
O
冨
℃
旨
導
～
国
自
雲
β

≦
Φ
開
霞
Φ
霊
讐
富
○
茜
き
一
冨
ぎ
夢
偉
一
q
あ
●
8
ρ
O
嵩
ふ
一
〇
。
（
這
お
）
■
で
あ
る
（
田
村
「
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
」
七
〇
1
七
一
頁
）
．

（
1
3
）
　
こ
の
こ
と
を
述
べ
る
裁
判
例
と
し
て
、
U
亀
舘
～
国
鶏
亀
砿
8
0
。
葺
“
ざ
O
卜
‘
刈
9
男
卜
。
山
一
9
ρ
ま
合
（
一
一
爵
Q
ダ
這
o
。
ω
）
。
な
お
、
こ
の
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こ
と
は
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
Q
一
募
魯
～
閃
9
蔓
巨
一
｝
占
一
q
あ
』
＄
㎝
謡
（
一
〇
お
）
●
さ
ら
に
学
説
で
も
、
判

例
理
論
は
権
利
と
救
済
が
結
び
つ
く
べ
き
と
し
．
実
務
も
そ
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
の
馨
一
5
鷺
ぎ
ミ
超
騨
§
§
ご
『
周
＆
ミ
匙

　
b
ミ
㌧
さ
8
。
。
。
。
9
＆
§
。
。
ε
曽
§
①
目
ミ
肺
肉
。
§
＆
簿
。
。
％
、
9
ミ
鼠
躰
§
S
＆
N
ミ
§
亀
卜
8
§
§
凶
刷
§
§
ミ
§
§
切
養
。
。
誉
q
。
§
博
§
撃
一
〇
〇。
吋
q
。
一
暮
●

ピ
●
国
男
●
o。
ω
一
℃
oo
3
（
一
〇
〇
。
N
）
”
の
富
崔
g
国
。
2
昌
目
0
9
9
e
蔑
勾
む
ミ
。
D
§
包
ト
き
ミ
罰
器
b
豊
喚
§
帖
§
％
卜
9
ミ
。
、
き
9
画
§
這
・
。
勲
冒
o
O
蚕
≦
－

田
一
一
．
ぎ
山
①
P
一
〇
〇
。
ρ
無
お
●

（
1
4
）
　
最
近
の
判
例
で
は
2
魅
蚕
冒
q
q
器
～
留
ぎ
ぎ
伊
鋸
q
●
P
い
≦
」
8
藤
u
合
8
（
ご
8
y
な
お
、
そ
も
そ
も
一
四
修
正
は
、
第
一
次
基
本
権
法

を
実
効
的
に
す
る
目
的
を
有
し
た
（
田
中
英
夫
『
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）
年
、
一
二
五
ー
一
二
九
頁
。

三
　
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
司
法
審
査
モ
デ
ル

行政作用の違法と州の救済手続

　
つ
ぎ
の
前
提
と
し
て
、
一
般
的
に
（
す
な
わ
ち
一
九
八
三
条
に
限
定
せ
ず
）
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
の
主
張
に
対
し
、
司
法
審
査

の
基
準
が
ど
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
簡
単
に
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
一
九
七
〇
年
代
以
前
に
は
、
判
例
理
論
を
一
貫
し
た
理
論
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
り
、
政
府
の
利
益
と
個
人
の
利
益
を
衡
量
す
る
と
い
う
基
準
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
．
O
。
崔
ぽ
薩
‘
国
亀
属
（
這
お
）
事
件
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
基
準
は
、
政
府
の
側
に
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

わ
め
て
有
利
な
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
そ
の
後
、
デ
ュ
ー
・
プ
官
セ
ス
が
争
点
と
さ
れ
る
行
政
作
用
の
類
型
は
拡
大
さ
れ
た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
．
単

な
る
利
益
衡
量
の
基
準
を
変
更
し
始
め
た
。
そ
の
ラ
ン
ド
・
マ
ー
ク
と
さ
れ
る
の
が
閃
8
鼠
9
国
畠
雪
富
9
警
暮
①
Q
o
一
一
£
霧
ダ
幻
。
さ

　
　
　
　
（
1
9
）

（
6
認
）
事
件
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
が
ど
の
程
度
重
要
性
を
有
す
る
の
か
が
判
断

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
、
そ
の
重
要
性
に
応
じ
て
、
デ
ュ
ー
・
プ
冒
セ
ス
に
よ
り
要
請
さ
れ
る
手
続
内
容
が
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

一
般
に
二
段
階
審
査
モ
デ
ル
と
い
わ
れ
る
基
準
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
本
稿
の
関
心
か
ら
は
、
手
続
的
に
保
護
さ
れ
る
権
利
・
利
益
の
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性
質
が
ま
さ
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
1
5
）
　
松
井
「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
　
㊧
」
七
三
頁
。

　
（
16
）
　
ω
零
戸
幹
N
9
℃
N
爵
山
9
（
お
お
）
●
こ
の
判
決
を
契
機
と
し
て
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
法
理
が
本
文
の
よ
う
な
展
開
を
示
し
た
点
を
指
摘
す
る

　
　
我
国
の
主
要
な
文
献
と
し
て
、
外
間
寛
「
行
政
の
デ
ュ
ー
・
プ
・
セ
ス
」
『
法
学
新
報
』
第
七
九
巻
九
号
、
昭
和
四
七
（
一
九
七
二
）
年
、
二
三
頁
、

　
　
塚
本
重
頼
「
社
会
福
祉
給
付
の
打
ち
切
り
と
聴
聞
の
必
要
性
」
『
判
例
時
報
』
第
六
三
一
号
、
昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年
、
一
九
頁
、
松
井
「
デ

　
　
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
　
⑬
」
八
九
t
九
〇
頁
、
本
多
「
行
政
手
続
の
展
開
　
e
」
一
四
ー
一
八
頁
。

　
（
17
）
　
本
多
「
行
政
手
続
の
展
開
　
e
」
一
四
－
一
五
頁
。

　
（
B
）
　
比
較
的
新
し
い
文
献
と
し
て
。
腔
目
8
噂
ト
き
ミ
＆
§
包
、
壕
§
ミ
＆
き
肺
ぎ
硫
§
慧
§
9
ミ
警
9
寒
驚
§
。
。
、
淘
。
暮
§
良
、
ミ
さ
”
お
o。
ω

　
　
O
き
舅
い
即
男
」
参
頴
？
一
㎝
一
（
這
o
。
ω
）
。
松
井
「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
　
㊧
」
九
〇
頁
、
本
多
「
行
政
手
続
の
展
開
　
e
』
一
六
頁
。

　
（
19
）
　
き
oo
q
●
ω
。
9
榔
（
一
〇
認
）
●

　
（
20
）
　
松
井
『
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
　
西
』
六
二
－
六
七
頁
、
本
多
「
行
政
手
続
の
展
開
　
e
」
一
八
ー
二
八
頁
。
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四
　
勺
貰
吋
暮
・
判
決
お
よ
び
N
ぎ
目
霞
9
導
】
W
さ
。
。
げ
○
。
目
冨
づ
気
判
決
の
法
理

　
さ
て
、
以
上
の
二
つ
の
前
提
を
踏
ま
え
、
一
九
八
三
条
と
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
法
理
と
の
関
連
を
考
察
し
て
ゆ
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
こ
の
間
題
に
対
す
る
噛
矢
を
な
し
た
の
が
b
醇
声
詳
く
。
臼
鎚
写
（
這
o
。
一
）
事
件
な
の
で
あ
る
。
事
実
は
、
収
容
施
設
の
公
務
員
が
過

失
に
よ
り
収
容
者
が
外
部
か
ら
取
り
よ
せ
た
趣
味
用
品
を
利
用
不
能
に
し
た
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　
法
廷
意
見
の
要
諦
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
務
員
が
「
権
限
濫
用
（
声
呂
§
）
や
無
権
限
（
§
導
－

一
。
言
＆
」
で
な
し
た
行
為
の
結
果
、
そ
れ
に
対
す
る
州
の
救
済
手
続
が
十
分
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
で
は
州
法
上
、
損

害
賠
償
請
求
が
可
能
な
の
で
、
デ
ュ
ー
・
プ
・
セ
ス
違
反
と
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
法
廷
意
見
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
第
一
に
、
本
件
は
過
失
に
基
づ
く
行
為
が
争
点
と
さ
れ
た
の
で
、
過



行政作用の違法と州の救済手続

失
に
関
し
て
も
一
九
八
三
条
訴
訟
の
可
能
性
を
示
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
、
後
の
判
例
で
「
単
な
る
過
失
」
は
争
え
な
い
と
限
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

を
加
え
ら
れ
た
の
で
、
重
過
失
等
に
限
り
現
在
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
と
も
あ
れ
、
過
失
は
本
稿
の
関
心
と
直
接
関
連
し
な
い
の
で
、

こ
の
程
度
の
指
摘
に
止
め
る
。

　
第
二
に
、
軽
微
な
も
の
で
も
「
財
産
権
」
侵
害
を
認
め
た
。
こ
の
意
味
で
、
一
九
八
三
条
の
訴
訟
は
、
必
ず
個
人
の
権
利
を
前
提
と
す

べ
き
と
の
法
理
を
踏
襲
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
で
の
二
段
階
審
査
モ
デ
ル
と
も
整
合
性
を
保
つ
こ
と
と
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

た
。
も
っ
と
も
、
本
件
を
、
デ
ュ
ー
・
プ
β
セ
ス
と
は
切
り
離
し
．
財
産
権
侵
害
の
み
で
判
断
す
べ
き
と
の
見
解
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

何
が
財
産
権
な
の
か
は
州
法
上
の
問
題
と
な
る
の
で
、
一
九
八
三
条
で
は
訴
訟
提
起
が
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
、
こ

の
点
は
、
本
判
決
で
争
点
と
さ
れ
た
財
産
権
が
あ
ま
り
に
軽
微
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
修
正
一
四
条
が
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
で

保
護
し
よ
う
と
す
る
権
利
が
、
財
産
権
の
み
で
は
な
く
「
自
由
」
・
「
生
命
」
を
含
む
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
重
大
な
財
産
権
侵

害
や
自
由
・
生
命
を
保
障
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
、
本
件
を
過
失
と
軽
微
な
財
産
権
と
の
事
例
判
決
と
は
捉
え
ず
、
手
続
的
デ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

1
・
プ
冒
セ
ス
違
反
を
主
張
す
る
に
は
、
ま
ず
権
利
が
確
認
さ
れ
る
べ
き
と
の
判
例
と
読
む
の
が
現
在
の
実
務
の
理
解
な
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
．
権
限
濫
用
や
無
権
限
の
行
為
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
州
法
上
こ
れ
に
対
す
る
事
後
の
救
済
が
十
分
備
わ
っ
て
い
る
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

一
九
八
三
条
に
基
づ
い
て
デ
ュ
ー
・
プ
官
セ
ス
違
反
を
主
張
し
得
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
判
決
は
、
行
政
作
用
に
至
る
ま
で
の
事
前
の
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

政
手
続
に
つ
い
て
は
判
示
し
な
か
っ
た
と
解
す
る
場
合
が
多
い
。

　
そ
こ
で
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
事
前
の
行
政
手
続
が
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
に
規
律
さ
れ
る
と
判
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

そ
れ
が
、
い
品
導
‘
曽
目
ヨ
霞
目
導
切
暴
呂
Q
。
目
冨
昌
（
お
o
。
⑲
）
事
件
な
の
で
あ
る
。
事
実
は
、
身
体
障
害
を
理
由
に
解
雇
さ
れ
た
者
が
、

そ
の
行
政
委
員
会
の
手
続
を
争
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
法
廷
意
見
の
骨
子
は
、
州
が
こ
の
種
の
権
利
（
財
産
権
）
を
規
定
し
て
い
る
こ

と
を
要
件
と
し
て
、
州
が
す
で
に
備
え
て
い
る
手
続
自
体
（
＄
冨
臣
昌
a
馨
暮
Φ
質
8
a
霞
。
）
か
ら
そ
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
一
九
八

三
条
の
下
で
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
理
由
に
訴
訟
提
起
の
可
能
性
を
示
し
た
。
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す
な
わ
ち
、
本
件
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
意
味
を
含
む
。
ま
ず
第
一
に
、
個
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
第
二
に
、

b
舘
蚕
9
事
件
で
は
、
権
限
濫
用
や
無
権
限
の
行
為
に
対
す
る
事
後
手
続
に
つ
き
判
示
さ
れ
た
が
、
本
件
で
は
、
す
で
に
存
在
す
る
事
前

手
続
の
蝦
疵
を
争
い
う
る
こ
と
が
判
示
さ
れ
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
こ
の
よ
う
に
、
b
畦
蚕
9
事
件
と
N
ぎ
言
窪
ヨ
彗
事
件
は
、
そ
の
適
用
範
囲
を
異
に
し
て
い
る
。

（
2
1
）
　
“
9
q
。
ω
．
目
刈
（
一
〇
co
一
）
。

（
2
2
）
　
そ
の
後
最
高
裁
は
、
U
導
一
番
く
■
≦
巳
宣
墓
一
ミ
ト
q
あ
』
ミ
（
這
o
。
O
y
と
U
奨
酵
舅
く
。
Q
き
ぎ
静
ミ
群
q
あ
る
魔
（
お
o
。
①
）
．
で
、
単
な
る

過
失
は
、
一
九
八
三
条
の
下
で
訴
訟
原
因
と
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
重
過
失
等
は
訴
訟
提
起
の
可
能
性
を
残
し
た
と
さ
れ
て
い

　
る
（
田
村
「
過
失
と
賠
償
」
八
九
ー
九
〇
頁
。
な
お
、
植
村
「
歴
史
的
展
開
と
動
向
」
一
五
〇
頁
、
で
は
、
重
過
失
等
に
訴
訟
提
起
の
可
能
性
が
あ

　
る
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
最
近
の
植
村
「
不
法
行
為
責
任
」
六
三
七
頁
で
は
、
第
八
修
正
と
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用
の
相
違
も
含
め
私

　
と
同
様
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
宇
賀
、
前
掲
書
、
三
三
九
頁
で
は
、
過
失
は
訴
訟
提
起
の
可
能
性
が
な
い
と
し
て
い
る
）
。
評
歳
彗
け

判
決
の
法
理
は
、
も
ち
ろ
ん
故
意
あ
る
行
為
で
は
適
用
さ
れ
る
国
呂
・
貫
一
評
ぎ
貫
3
0
。
d
●
9
㎝
旨
（
這
o。
群
）
9

（
2
3
）
　
閃
昌
旦
b
§
㌧
さ
§
。
。
卜
讐
壕
霊
魯
き
ト
“
§
画
獣
恥
讐
ミ
ざ
Q
。
。
言
8
認
Q
き
蜀
ン
閑
国
～
ε
瞳
℃
目
一
？
一
一
§
（
這
o
。
斜
）
。
な
お
、
こ
の
学
説
に

　
つ
い
て
は
我
国
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
本
多
「
行
政
手
続
の
展
開
　
⇔
」
二
〇
三
頁
。

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
盟
）

（
2
8
）

（
29
）

裁
判
例
で
、
こ
れ
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
の
魯
碧
霞
～
9
蔓
鼠
国
§
宏
邑
5
0
。
お
男
曽
ぎ
抑
刈
一
ω
（
q
些
O
ぎ

の
目
o
一
一
欝
。
。
§
博
蓉
ぎ
け
①
一
ω
暮
oo
ω
“
．

そ
こ
で
、
事
実
上
、
州
救
済
手
続
の
履
践
を
訴
訟
条
件
と
す
る
も
の
だ
と
の
指
摘
も
あ
る
。
糞
魯
o。
ω
㌣
o。
o。
ω
・

乞
”
巨
0
9
。
。
§
鳩
養
昌
9
Φ
一
ω
暮
一
㎝
ρ

翫
q
q
。
の
●
島
鱒
（
一
〇
〇〇
邸
）
●

肖
魯
＄
〈
。
影
目
駐
o
ぎ
刈
o。
N
国
●
b
o
α
目
oo
ρ
一
一
〇。
蒔
1
＝
o
o
O
（
“
夢
9
鮮
お
oo
O
）
．

一
〇
〇。
刈
）
．
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五
　
裁
判
例
の
動
向

行政作用の違法と州の救済手続

　
さ
て
、
本
章
で
は
、
そ
の
後
の
裁
判
例
の
展
開
を
み
て
み
よ
う
。
そ
の
目
的
は
、
そ
れ
に
よ
り
前
章
で
分
析
し
た
判
例
の
射
程
距
離
を

明
確
に
な
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
①
　
争
点
と
な
し
う
る
権
利

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
b
賃
蚕
9
判
決
で
の
要
件
で
は
、
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
・
セ
ス
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
実
体
法
上
の
権
利
が
存

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
事
前
手
続
の
手
続
自
体
の
蝦
疵
を
争
点
と
し
う
る
N
ぎ
目
霞
目
導
判
決
に
お
い
て
も
、
同
様
に
権

利
の
存
在
が
要
件
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
多
く
の
裁
判
例
が
明
確
に
判
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
つ
ぎ
の
利
益
衡
量
と
の
関
連
で
、
手
続
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
が
ど
の
程
度
及
ぶ
の
か
は
、
争
点
と
さ
れ
て
い
る
権
利
に
強
く
か
か
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
評
胃
魯
9
判
決
・
N
冒
目
霞
目
器
判
決
で
は
、
財
産
権
が
争
点
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
何
も
財
産
権
に
関
す
る
事
例

判
断
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
第
一
四
修
正
が
明
示
す
る
「
財
産
」
「
自
由
」
「
生
命
」
全
て
が
、
一
九
八
三
条
で
手
続
的
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

ユ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
理
由
に
争
点
と
し
う
る
権
利
な
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
で
、
カ
パ
ー
さ
れ
な
い
権
利
は
、
実
体
的
デ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

1
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
で
説
明
す
る
事
例
も
多
い
。
一
方
、
§
目
ヨ
R
目
き
判
決
で
規
律
さ
れ
る
類
型
で
も
、
手
続
そ
れ
自
体
か
ら
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

な
損
害
が
発
生
し
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
権
利
に
対
す
る
具
体
的
侵
害
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
権
利
の
中
に
は
州
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
べ
き

も
の
も
あ
る
。
一
方
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
は
権
利
の
性
質
に
よ
り
そ
の
程
度
が
定
ま
る
。
そ
こ
で
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誕
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

判
例
は
、
こ
の
種
の
権
利
の
中
で
、
私
有
道
の
開
設
不
許
可
処
分
や
公
務
員
に
対
す
る
有
給
休
暇
に
関
す
る
契
約
違
反
は
、
連
邦
裁
判
所

で
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
冒
セ
ス
を
理
由
に
争
い
う
る
程
の
権
利
で
は
な
い
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
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⑬
　
利
益
衡
量
の
基
準

　
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
で
の
二
段
階
審
査
モ
デ
ル
を
℃
畦
声
9
判
決
と
瞳
唐
目
霞
巨
彗
判
決
は
前
提
と
す
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ

に
利
益
衡
量
の
基
準
を
み
て
お
こ
う
．

　
基
本
的
に
は
、
権
利
侵
害
が
な
さ
れ
る
危
険
性
の
程
度
、
そ
の
手
続
か
ら
得
ら
れ
る
政
府
の
利
益
、
具
体
的
な
個
人
の
権
利
が
つ
り
合

　
　
　
　
　
（
36
）

う
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
争
い
が
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
よ
り
具
体
的
に
示
し
た
最
近
の
裁
判
例
を
指
摘
す
れ
ば
十
分
だ
ろ
う
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
閃
騨
目
。
。
畠
ざ
団
S
三
亀
臣
琶
●
9
≦
げ
註
亀
O
o
§
葺
国
ド
（
這
o。
o

。
）
事
件
で
あ
る
．
本
件
で
は
、
退
職
教
員
が
、

病
気
を
理
由
と
す
る
休
暇
に
対
す
る
補
償
を
求
め
、
教
育
委
員
会
委
員
を
一
九
八
三
条
に
基
づ
き
訴
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
法
廷
意

見
は
利
益
衡
量
の
基
準
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
第
一
が
、
争
点
と
さ
れ
る
財
産
権
の
性
質
、
第
二
が
、
不
十
分
な
手
続
に
よ
り
惹

起
さ
れ
る
侵
害
の
程
度
、
第
三
が
、
別
の
手
続
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
価
値
、
第
四
が
、
別
の
手
続
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ

る
州
の
負
担
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
基
準
に
よ
り
、
具
体
的
な
手
続
の
程
度
が
決
定
さ
れ
る
。
一
例
だ
け
を
示
し
て
お
こ
う
。
か
つ
て
、
収
容
者
に
対
す
る
懲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

戒
手
続
で
．
弁
護
権
が
保
障
さ
れ
る
の
か
に
つ
き
争
い
が
あ
っ
た
。
最
高
裁
は
、
最
近
、
収
容
施
設
職
員
に
よ
る
弁
護
の
み
で
は
デ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

1
・
プ
p
セ
ス
の
要
請
を
満
す
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
手
続
の
要
請
の
有
無
が
利
益
衡
量
に
よ
り
個
別
に

判
断
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
③
　
勺
”
昌
”
ヰ
判
決
と
曽
目
ヨ
震
旨
弩
判
決
の
適
用
範
囲
の
相
違

　
前
章
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
b
貰
蚕
詳
判
決
と
N
ぎ
目
霞
日
導
判
決
の
適
用
範
囲
は
異
る
。
た
だ
、
我
国
で
は
、
一
九
八
三
条
と
州
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

救
済
手
続
（
す
な
わ
ち
デ
ュ
ー
・
プ
・
セ
ス
の
要
請
）
に
関
し
、
霊
霞
暫
菖
判
決
の
み
で
説
明
す
る
見
解
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
合
衆
国
で
の
実
際

の
動
向
を
示
し
、
現
時
点
ま
で
で
は
、
b
貰
蚕
暮
判
決
の
射
程
距
離
に
は
限
定
が
あ
る
と
し
て
法
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
点
を
明
確
に
し

て
お
き
た
い
．
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（
妊
）

　
さ
て
、
勺
貰
蚕
詳
判
決
は
、
単
な
る
過
失
に
関
す
る
部
分
は
判
例
が
す
で
に
変
更
さ
れ
た
．
し
か
し
、
こ
の
判
決
が
、
一
九
八
三
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
42
）

基
づ
く
訴
訟
で
の
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
β
セ
ス
法
理
を
規
律
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
b
鷲
蚕
詳
判
決
の
具
体
的
な
争
点
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
権
限
濫
用
か
無
権
限
の
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

に
よ
る
権
利
侵
害
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
種
の
公
務
員
の
行
為
は
、
ま
さ
に
事
前
に
予
測
で
き
な
い
し
、
ま
た
全
て
の
行
政
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

作
用
を
事
前
の
手
続
で
規
律
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
種
の
行
為
を
補
償
し
う
る
程
度
の
手
続
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
、
そ
の
限
り
で
現
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
45
）

の
手
続
の
質
を
高
め
る
た
め
だ
け
の
訴
訟
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
男
霧
蚕
詳
判
決
が
下
さ
れ
た
直
後
か
ら
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
46
）

評
胃
岱
9
判
決
は
、
事
前
の
手
続
や
、
制
度
あ
る
い
は
手
続
上
の
蝦
疵
自
体
か
ら
生
じ
た
損
害
に
は
適
用
が
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

　
一
方
N
旨
目
R
目
導
判
決
は
、
行
政
委
員
会
で
の
行
政
手
続
が
争
点
と
さ
れ
た
．
そ
こ
で
、
す
で
に
存
在
す
る
手
続
の
蝦
疵
や
運
用

　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

方
法
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
州
の
救
済
手
続
と
い
っ
て
も
、
州
裁
判
所
に
よ
る
不
法
行
為
訴
訟
制
度
で
は
な
く
、
事
前
の
行
政
手
続
の

問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
事
後
の
不
法
行
為
訴
訟
が
州
法
上
存
在
す
る
の
で
、
事
前
の
行
政
手
続
が
不
用
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な

　
　
（
48
）

ら
な
い
。
ま
た
、
事
後
手
続
が
存
在
し
て
も
、
事
前
の
行
政
手
続
の
蝦
疵
を
理
由
に
、
連
邦
裁
判
所
に
、
一
九
八
三
条
に
基
づ
く
訴
訟
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
49
）

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
手
続
は
権
利
の
性
質
に
よ
り
そ
の
要
請
の
程
度
が
異
な
る
。
そ
こ
で
、
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

え
ば
、
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
で
こ
れ
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
要
は
、
権
利
の
性
質
に
よ
る
の
で
、
事
前
手
続
が
不
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駐
）

な
場
合
、
全
て
が
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
と
な
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
以
上
、
裁
判
例
の
動
向
を
分
析
し
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
の
挙
証
責
任
は
原
告
に
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

　
（
3
0
）
ω
昌
趙
霞
＜
●
9
蔓
。
塙
閏
巨
富
く
自
9
0。
一
ω
問
。
曽
刈
8
為
一
。
（
㎝
爵
9
吋
」
。
・。
刈
）
。

　
（
31
）
　
精
神
病
院
に
℃
畦
影
9
法
理
を
適
用
し
た
切
自
昌
く
e
卜
冨
蜀
9
8
Q
。
目
目
唇
一
ひ
図
竃
窪
琶
ω
霞
詮
。
聲
o
。
虞
男
●
曽
頴
お
｝
窃
総
（
嵩
昏

　
　
O
ダ
お
o。
O
）
●
や
免
許
停
止
処
分
に
関
す
る
妻
魯
9
の
＜
●
切
弩
尊
弩
ド
o
。
9
労
鑓
o。
も
。
P
。
。
曲
（
①
甚
O
ぎ
這
o。
o。
）
、

　
（
3
2
）
　
手
続
的
デ
ュ
ー
・
ブ
ロ
セ
ス
と
実
体
的
そ
れ
と
が
主
張
さ
れ
た
場
合
、
ま
ず
後
者
か
ら
審
理
す
べ
き
と
す
る
裁
判
例
と
し
て
≦
墓
自
～
O
宰

　
　
舅
暮
亀
O
自
暮
『
累
零
亀
O
自
昌
o
。
8
男
旨
一
鐸
這
o。
（
①
爵
O
艮
お
c
。
刈
）
■
そ
の
他
、
後
者
が
争
点
と
さ
れ
た
の
目
凶
爵
～
9
蔓
9
閃
o
㌣
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蜜
蜜
い
o。
一
〇
。
労
ト
っ
山
匹
詳
置
一
“
山
合
U
（
O
菩
Q
ぎ
這
o
。
刈
）
．
た
だ
最
近
で
は
、
有
形
力
行
使
は
第
四
修
正
に
よ
り
判
断
す
べ
き
と
の
判
例
も
あ
る
。

O
声
富
目
く
●
O
。
暮
9
望
d
訟
●
r
要
．
ホ
お
（
お
o
。
3
こ
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
具
体
的
基
本
権
条
項
に
権
利
の
根
拠
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
（
田

村
「
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
』
七
六
－
七
七
頁
）
。

（
3
3
）
　
冒
。
Q
宣
蔓
～
○
．
国
霞
9
お
①
男
旨
o。
ω
℃
o。
刈
（
鱒
呂
O
ダ
這
o
。
①
）
。
本
件
は
、
ハ
イ
ウ
ェ
ー
で
の
事
故
の
事
例
で
あ
る
。

（
誕
）
　
ω
菖
目
く
導
‘
円
o
≦
β
o
暁
留
一
。
β
o
。
O
㎝
悼
曽
o。
一
（
鱒
鼠
Q
ダ
一
〇
〇。
①
y

（
3
5
）
　
評
。
≦
昌
～
b
ユ
①
器
ダ
謡
い
男
臣
o。
O
O
（
§
ゲ
O
ダ
一
〇
〇。
ω
）
●

（
3
6
）
　
閏
即
話
o
＆
‘
嘱
o
§
α
q
。
き
蕊
O
男
鱒
伽
一
ω
田
ρ
一
ω
㎝
O
（
一
〇
導
9
ド
一
〇
〇
。
㎝
）
…
旧
暮
ひ
。
緩
8
～
Q
o
轟
げ
一
旦
蕊
一
男
●
毘
o。
刈
9
0。
8
（
鱒
乱
O
ダ

　HOo。

q
）
●

（
37
）
　
o
o
障
コ
旨
旨
O
o
o
、
憲
目
（
O
導
9
ド
這
o。
o。
）
。

（
38
）
　
こ
の
状
況
を
示
す
裁
判
例
と
し
て
悶
蜜
5
ご
～
》
曽
8
ぎ
お
㎝
男
盈
嵩
餌
旨
＄
∴
8
ω
（
①
夢
O
ダ
一
〇
〇
・
。
y
こ
こ
で
は
、
譲
o
霞
～

鋸
。
U
8
冨
F
合
o
。
戸
¢
器
O
（
お
謡
）
●
に
よ
り
、
書
面
に
よ
る
告
知
、
反
証
の
機
会
が
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
最
低
要
請
さ
れ
る
と
し
た
。

（
3
9
）
　
Q
一
＄
≦
農
霧
～
留
N
器
ぴ
癖
虞
d
●
¢
一
〇
〇。
（
一
〇
〇。
㎝
y

（
如
）
　
植
村
教
授
は
、
「
財
産
権
侵
害
行
為
に
つ
い
て
は
…
（
略
）
…
適
切
な
州
法
上
の
救
済
が
あ
れ
ば
デ
ュ
i
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
違
反
を
理
由
と
す

　
る
一
九
八
三
条
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
」
（
植
村
「
不
法
行
為
責
任
」
六
三
七
頁
、
な
お
、
こ
の
論
文
で
は
勺
彗
蜜
菖
判
決
の
み
引
用
さ
れ
て
い
る

　
し
、
植
村
「
歴
史
的
展
開
と
動
向
」
一
五
〇
頁
、
で
も
同
様
で
あ
り
N
冒
目
電
ヨ
導
判
決
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

本
文
で
指
摘
し
た
よ
う
に
勺
霞
蚕
詳
判
決
は
、
何
も
財
産
権
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
と
し
て
現
在
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
州
法

　
上
の
救
済
は
、
州
法
上
の
不
法
行
為
訴
訟
の
み
を
指
す
の
で
は
な
い
（
こ
の
こ
と
は
．
り
舘
冨
9
判
決
が
州
救
済
手
続
履
践
（
消
耗
）
原
則
と
の
関

連
で
限
定
を
加
え
た
と
の
理
解
が
あ
る
こ
と
を
注
（
2
6
）
で
指
摘
し
我
国
で
も
、
本
多
『
行
政
手
続
の
展
開
⇔
」
二
〇
三
頁
、
で
紹
介
さ
れ
た
が
、

行
政
救
済
法
で
は
、
不
法
行
為
訴
訟
と
事
前
の
行
政
手
続
双
方
を
含
む
場
合
が
あ
る
。
田
村
「
履
践
原
則
」
四
二
－
四
三
頁
）
。
要
は
、
評
躍
碧
零
判

　
決
は
、
権
限
濫
用
や
無
権
限
の
行
為
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
法
運
用
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
事
前
手
続
は
規
律
し
得
え
ず
、
こ
の
種
の

行
為
だ
か
ら
こ
そ
最
低
限
の
事
後
手
続
が
要
請
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
州
の
手
続
全
て
を
評
員
辞
“
判
決
が
規
律
し
て
い
る
の
で
は
な

　
い
。
な
お
、
宇
賀
、
前
掲
書
、
三
三
九
頁
、
で
も
、
こ
の
適
用
の
相
違
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
4
1
）
9
目
b
。
～
乞
霜
昭
。
詩
9
蔓
国
舅
三
。
器
＄
．
国
Φ
膏
§
①
暮
の
蓋
こ
o
。
参
コ
N
α
O
ρ
一
〇
〇
（
b
o
鼠
O
ダ
一
〇
〇。
o。
）
。

（
42
）
　
の
目
客
プ
く
●
O
客
関
o
地
閃
o
づ
富
”
斜
oo
一
〇〇
男
●
O
住
一
鼻
一
ど
一
轟
一
命
一
戯
ま
（
埠
げ
〇
一
ド
搭
oo
↓
）
“
＞
β
o
q
障
警
ぎ
¢
〈
・
U
o
ρ
刈
麻
O
国
’
N
含
ω
笛
ρ
　
ω
笛
吟
（
響
げ

　
9
甥
●
一
〇
〇。
劇
y

謝



（
43
）
　
竃
①
賃
一
詳
く
・
竃
碧
ぎ
ざ
o
。
ミ
男
●
浅
一
8
00
｝
一
ω
8
（
O
爵
9
吋
。
一
〇
〇。
刈
）
●

（
4
4
）
　
ミ
o
罵
Φ
ロ
富
茜
霞
＜
．
≦
日
宣
目
・
鳩
ミ
群
国
．
浅
ω
㎝
oo
）
ω
①
ω
（
①
浮
9
周
・
一
〇
〇。
㎝
）
●

（
45
）
　
ピ
爵
Φ
乞
8
ぎ
凶
①
暑
．
園
導
畠
0
9
〈
．
の
き
U
鼠
。
。
○
瓢
ω
℃
o
O
蔓
‘
o
o
占
蜀
旨
o。
謡
櫛
oo
刈
O
（
O
菩
Q
ダ
一
〇
〇。
刈
）
●

（
4
6
）
　
初
期
の
裁
判
例
と
し
て
国
く
導
・
＜
・
9
な
9
0
冨
S
磐
ふ
o
。
O
男
浅
旨
。。
。
噂
旨
o
。
O
（
↓
些
O
ダ
這
o
。
N
）
・
な
お
実
務
で
こ
の
よ
う
に
処
理
さ
れ

　
る
傾
向
の
あ
る
点
は
乞
昌
置
。
9
。
。
§
養
ぎ
ざ
お
暮
翫
ρ

（
47
）
　
＜
一
葛
8
＜
．
O
騨
旨
客
〇
一
一
〇
〇
仁
づ
0
『
国
ω
＄
一
Q
o
直
詳
｝
o
o
8
男
臣
一
〇
倉
一
〇
〇
（
O
茜
O
一
撃
一
〇
〇。
刈
）
●

（
48
）
　
＞
罐
彦
菖
b
o
＜
●
U
o
9
謹
O
男
鱒
含
ω
8
堕
ω
N
o。
（
q
些
9
ト
一
〇
〇〇
劇
）
。

（
4
9
）
留
呂
。
毎
＜
・
国
①
暮
a
ざ
お
“
問
●
曽
囑
o。
』
o
。
鱒
（
O
爵
9
り
●
一
〇
〇。
O
）
．

（
5
0
）
　
↓
奨
霞
Φ
N
〈
●
O
、
国
亀
一
Φ
ざ
o
o
卜
o
O
男
曽
①
置
｝
O
刈
O
（
刈
導
9
り
●
一
〇
〇。
刈
）
●

（
5
1
）
ヨ
Φ
一
留
く
●
U
霞
ぎ
β
o
。
誘
問
。
浅
O
誤
℃
①
㎝
o。
（
鼻
ひ
げ
O
ダ
一
〇
〇。
o。
）
・

（
5
2
）
9
目
客
①
一
一
く
．
警
①
醇
①
ぴ
お
“
。
閂
●
曽
㎝
ω
一
ふ
器
（
①
浮
9
り
●
一
〇
〇。
癖
）
・

六
　
≦
器
匡
5
讐
8
判
決
の
法
理

行政作用の違法と州の救済手続

　
以
上
、
前
章
で
分
析
し
た
判
例
理
論
で
法
運
用
が
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
本
年
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
注
目
す
べ
き
判
断
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

し
た
。
ミ
器
獣
b
讐
自
く
。
＝
や
暮
霞
（
這
8
）
事
件
で
あ
る
。
事
実
は
、
収
容
施
設
の
収
容
者
が
、
精
神
病
と
そ
れ
を
原
因
と
し
施
設
内
で

著
し
く
秩
序
を
乱
す
の
で
、
他
の
施
設
へ
強
制
的
に
移
動
さ
せ
ら
れ
、
脳
に
化
学
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
薬
（
抗
精
神
剤
）
を
投
与
さ
れ
た
と

い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
手
続
が
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す
る
と
し
て
、
一
九
八
三
条
に
基
づ
き
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。

　
ケ
ネ
デ
ィ
ー
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
の
骨
子
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
ま
ず
、
本
人
に
対
す
る
治
療
目
的
の
手
続
で
あ
れ

ば
、
デ
ュ
1
・
プ
戸
セ
ス
の
要
請
が
及
ぶ
。
し
か
し
、
争
点
と
さ
れ
た
手
続
が
行
刑
目
的
・
行
政
目
的
で
あ
れ
ば
、
収
容
施
設
で
の
裁
量

に
ま
か
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
理
由
に
裁
判
所
が
積
極
的
に
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
。
本
件
の
手
続
は
行
刑
目
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的
な
の
で
、
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
（
ブ
レ
ナ
ソ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
両
裁
判
官
参
加
）
の
反
対
意
見
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

（
5
4
）た

。
本
件
で
は
、
脳
に
化
学
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
程
度
の
薬
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
施
設
へ
の
移
動
も
含
め
、
基

本
件
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
手
続
も
、
法
律
家
に
よ
る
助
言
も
得
ら
れ
ず
、
委
員
会
に
医
師
で
な
い
者
も
関
与

す
る
可
能
性
が
あ
り
、
手
続
の
公
正
さ
に
欠
け
る
。

　
さ
て
、
本
判
決
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
反
対
意
見
は
、
権
利
と
利
益
衡
量
と
い
う
、
前
章
ま
で
で
分
析
し
た
審
査
基
準
に
よ
っ

て
い
る
。
そ
の
上
で
、
侵
害
さ
れ
う
る
権
利
が
、
一
た
び
脳
に
化
学
変
化
が
生
じ
る
と
事
実
上
回
復
可
能
な
の
で
、
公
正
な
手
続
を
履
践

さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
。

　
つ
ぎ
に
、
法
廷
意
見
は
、
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
司
法
審
査
を
排
除
す
る
と
の
方
法
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
行
刑
に
関
す
る
判
例
理
論
が

影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
を
必
要
な
限
り
で
み
て
み
た
い
。
こ
の
種
の
施
設
で
の
強
制
的
な
移
監
を
決
定
す
る
手
続
に
デ
ュ
ー
・
プ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

セ
ス
の
要
請
が
及
ぶ
と
判
示
し
た
の
は
、
＜
富
犀
ダ
き
づ
＄
（
這
o
。
O
）
事
件
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
本
人
の
治
療
目
的
で
の
手
続
に
関
し
て
判
示
さ
れ
た
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
受
け
て
下
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
分
野
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

の
ラ
ン
ド
・
マ
ー
ク
と
さ
れ
る
円
偉
§
零
く
●
o
α
鑑
亀
（
這
o
。
刈
）
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
行
刑
目
的
で
の
手
続
は
裁
量
に
ま
か
せ

ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
官
は
こ
の
種
の
手
続
に
で
き
る
だ
け
関
与
す
べ
き
で
は
な
い
と
判
示
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
く
ぎ
犀
事
件

で
は
、
個
人
の
基
本
権
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
司
法
審
査
の
可
能
性
を
示
し
た
。
し
か
し
、

目
ヨ
興
事
件
で
は
、
行
刑
目
的
の
手
続
は
、
い
は
ば
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
司
法
審
査
の
対
象
か
ら
は
ず
し
た
。
こ
れ
を
受
け
つ
い
だ
の
が

本
件
法
廷
意
見
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
人
の
治
療
目
的
の
手
続
に
関
し
て
の
み
、
一
九
八
三
条
で
デ
ュ
ー
・
プ
冒
セ
ス
違
反
を
理
由

と
す
る
訴
訟
の
可
能
性
を
残
し
た
の
だ
と
い
え
る
。
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q
o
o
q
●
ω
●
い
●
毛
。
高
曽
O
（
一
〇
〇
〇
）
●

』亀・曽ひ

“
い
㎝
刈
ー
“
N
①
ド

障
㎝
q
あ
●
“
oo
O
（
一
〇
〇〇
〇
y

鵠
吋
d
あ
．
お
（
お
o。
刈
）
。
同
様
に
、

○
．
い
8
Φ
ダ
国
。
像
冨
8
0
馬
。。
ぎ
げ
欝
卸
“
o
。
笛
q
●
の
。
Go
僻
b
o
（
一
〇
〇。
刈
）
●

七
　
判
例
理
論
の
問
題
点

行政作用の違法と州の救済手続

　
本
稿
で
は
、
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
を
理
由
と
す
る
一
九
八
三
条
訴
訟
に
つ
い
て
、
判
例
理
論
の
分
析
を
な
し
て
き
た
。
そ

れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
第
一
に
、
一
般
的
に
は
、
権
利
と
利
益
衡
量
と
い
う
二
段
階
審
査
モ
デ
ル
に
よ

っ
て
い
る
。
第
二
に
、
そ
こ
で
の
手
続
は
、
事
後
的
救
済
手
続
で
は
、
権
限
濫
用
・
無
権
限
の
行
為
に
対
す
る
救
済
と
の
点
か
ら
権
利
と

そ
れ
を
救
済
す
る
手
段
の
存
否
が
考
え
ら
れ
審
査
さ
れ
る
。
一
方
、
事
前
の
手
続
は
、
権
限
濫
用
や
無
権
限
の
行
為
に
限
ら
な
い
が
、
争

点
と
さ
れ
る
権
利
の
性
質
に
よ
り
、
デ
ュ
ー
・
プ
β
セ
ス
の
要
請
の
程
度
が
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、
行
刑
目
的
で
の
施
設
移
監
行
為
は
、

政
府
の
裁
量
権
が
認
め
ら
れ
、
司
法
審
査
は
原
則
と
し
て
排
除
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
人
の
治
療
目
的
で
の
手
続
違
反
の
み
が
一
九
八
三

条
で
争
い
う
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
分
析
を
踏
ま
え
、
若
干
の
間
題
点
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
、
訴
訟
提
起
の
可
能
性
を
狭
べ
め
よ
と
す
る
流
れ
が
み
う
け
ら
れ
る
。
b
貰
鐸
詳
判
決
が
、
訴
訟
条
件
を
新
た
に
加
え
た
と
み

る
考
え
が
生
じ
た
こ
と
、
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
司
法
審
査
を
排
除
す
る
名
器
冨
づ
讐
目
判
決
に
、
そ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
そ
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

由
は
、
一
九
八
三
条
に
基
づ
く
訴
訟
に
、
濫
訴
の
弊
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
傾
向
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

九
八
三
条
訴
訟
全
体
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
が
主
張
さ
れ
る
場
合
、
勺
畦
蚕
9
判
決
の
類
型
で
あ
れ
N
冒
ヨ
霞
ヨ
導
判
決
の
類
型
で
あ
り
、
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実
体
法
上
の
権
利
の
存
在
が
、
ま
ず
前
提
と
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
九
八
三
条
の
目
的
が
個
人
の
権
利
救
済
に
あ
る
点
に
求
め
ら
れ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

う
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
一
九
八
三
条
訴
訟
で
は
、
被
害
者
の
具
体
的
な
権
利
侵
害
に
有
効
な
救
済
が
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）
（
61
）

は
、
お
そ
ら
く
、
一
九
八
三
条
の
被
告
適
格
が
、
原
則
と
し
て
公
務
員
個
人
に
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
来
、
権
利
侵
害
を
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

と
す
る
限
り
、
こ
の
傾
向
は
批
判
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

　
第
三
に
、
権
利
を
前
提
と
す
る
の
で
、
霜
器
窪
凝
ひ
8
判
決
で
も
、
個
人
の
基
本
権
で
の
視
点
か
ら
、
治
療
目
的
の
手
続
に
訴
訟
提
起

の
可
能
性
が
残
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、
行
政
作
用
の
目
的
を
考
慮
す
る
と
の
視
点
か
ら
、
行
刑
目
的
の
手
続
は
司
法
審
査
の
対
象

か
ら
原
則
と
し
て
は
ず
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
こ
と
は
、
公
共
訴
訟
論
等
の
極
端
な
論
理
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
役
立
つ
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
反
対
意
見
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
脳
に
化
学
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
も
、
司
法
審
査
の
対
象
か
ら
現
実
に

は
ず
さ
れ
た
。
そ
こ
で
．
具
体
的
な
事
件
処
理
と
し
て
、
か
な
り
疑
間
が
残
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
合
、
権
利
（
基
本
権
）
の
性
格
を
そ
こ

で
ど
の
よ
う
に
評
価
し
う
る
の
か
、
行
政
作
用
（
手
続
）
の
目
的
か
ら
す
る
ア
プ
牌
ー
チ
が
行
刑
手
続
以
外
に
も
広
げ
ら
れ
る
の
か
、
今
後

の
判
例
理
論
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
四
に
、
そ
れ
で
は
、
一
九
八
三
条
で
は
、
個
人
の
権
利
救
済
が
唯
一
の
目
的
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
実
は
、
法
執
行
機
関
や
行
政
機
関
に
、
法
運
用
に
関
す
る
統
一
的
な
基
準
を
示
す
目
的
で
、
こ
の
条
項
が
合
衆
国
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

高
裁
判
所
に
よ
り
利
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
合
衆
国
で
は
、
こ
れ
ら
の
機
関
相
互
に
組
織
上
の
統
一
性
が
欠
け
る
か
ら
で
あ
る
。
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

ら
に
、
特
に
法
執
行
の
分
野
な
ど
で
は
、
排
除
法
則
に
関
す
る
分
野
で
こ
れ
と
同
じ
目
的
で
法
運
用
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

社
会
に
か
け
る
コ
ス
ト
が
大
き
す
ぎ
る
と
の
考
え
が
生
じ
た
。
し
か
し
、
一
九
八
三
条
で
は
、
公
務
員
個
人
が
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
。
そ

こ
で
、
統
一
基
準
設
定
に
利
用
し
易
す
か
っ
た
。
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
の
関
心
は
強
い
。
そ
こ
で
、
権
利

を
前
提
と
し
た
利
益
衡
量
と
の
手
法
が
取
ら
れ
て
き
た
の
だ
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
程
度
の
手
続
の
要
請
が
必
要
か
を
、
各
個
別

の
手
続
に
つ
い
て
判
断
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
旭
導
蚕
詳
判
決
と
国
ぎ
目
忠
目
彗
判
決
の
適
用
範
囲
の
相
違
が
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生
じ
た
理
由
も
理
解
で
き
よ
う
。
ま
た
、
行
刑
目
的
を
重
視
す
る
妻
器
げ
ぎ
讐
3
判
決
も
、
こ
の
種
の
行
為
は
、
担
当
公
務
員
の
判
断

に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
適
切
な
基
準
を
裁
判
官
が
設
定
し
得
な
い
と
判
断
さ
れ
た
と
理
解
し
う
る
。
我
国
で
の
一
九
八
三
条
の
研
究
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

権
利
救
済
と
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
し
か
し
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
を
中
心
に
、
政
府
の
行
う
作
用
に
統
一
基
準
を
示
す

こ
と
が
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
大
き
な
流
れ
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
け
し
て
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一
九
八
三
条
も
、
そ
の
よ
う

な
流
れ
の
中
で
利
用
さ
れ
た
面
が
強
い
。

　
以
上
、
不
十
分
な
が
ら
、
一
九
八
三
条
に
基
づ
く
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
・
セ
ス
違
反
を
理
由
と
す
る
訴
訟
を
考
察
し
た
。
権
利
救
済
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
67
）

能
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
行
政
手
続
の
統
制
の
動
向
に
つ
い
て
、
今
後
も
判
例
の
動
向
を
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
、

現
時
点
で
の
動
向
を
分
析
・
考
察
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
目
的
は
、
一
応
達
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
（
5
7
）
　
国
器
暮
①
超
暫
ロ
含
の
昌
嶺
騨
プ
。
。
§
B
養
ぎ
ぎ
刈
彗
O
含
第
ま
た
、
田
器
菩
Φ
韻
｝
O
§
硫
8
融
§
這
。
。
野
『
ぎ
ミ
無
簿
匙
吋
§
き
＆
罰
§
9
蕊
§

　
　
的
§
冨
註
ミ
駒
恥
ミ
＆
”
爲
O
舅
旨
9
い
寄
＜
●
蕊
鱒
㎝
N
N
占
q
O
（
お
o
。
N
）
．
我
国
で
は
、
宇
賀
、
前
掲
書
、
三
四
〇
ー
三
四
一
頁
、
植
村
「
歴
史
的
展

　
　
開
と
動
向
」
一
五
〇
頁
。

　
（
58
）
　
ヘ
ー
ピ
ア
ス
・
コ
ー
パ
ス
と
同
様
な
請
求
は
な
し
得
な
い
（
零
駐
零
～
寄
母
蒔
き
㌍
“
一
一
〇
あ
●
ミ
q
（
這
お
）
．
）
、
別
の
法
律
で
救
済
手
続
が

　
　
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
利
用
で
き
な
い
（
嵩
帥
亀
奮
貫
O
。
琶
蔓
の
Φ
妻
霞
農
Φ
＞
暮
ぎ
二
蔓
＜
・
Z
辞
ゆ
。
轟
一
ω
＄
O
蜀
ヨ
目
Φ
冨
卜
器
昌
”
ま
o
。
q
・

　
　
の
」
（
一
〇
〇
。
一
）
●
等
、
一
九
八
三
条
の
利
用
は
限
定
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
（
5
9
）
　
宇
賀
、
前
掲
書
、
三
四
二
－
三
四
六
頁
。
な
お
、
法
執
行
に
つ
い
て
乞
①
≦
目
暫
P
硫
§
ε
肺
ぎ
ト
§
等
Q
暮
ミ
。
。
％
、
壕
§
8
§
ご
o
o
讐
§
喚
導
§

　
　
肺
ぎ
欝
§
§
這
。
。
恥
0
9
§
ε
。
笥
§
偽
＆
吾
唾
い
9
ミ
問
獣
ミ
。
ミ
。
。
．
ミ
雪
§
包
§
ひ
o
。
刈
帰
＞
高
野
』
虐
刈
崩
（
一
S
o。
）
。

　
（
60
）
　
一
九
八
三
条
で
は
州
の
被
告
適
格
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
第
十
一
修
正
を
原
則
と
し
て
否
定
し
え
な
い
（
O
奉
ヨ
＜
。
旨
箆
き
｝
濠
O
q
・
幹
ω
旨

　
　
（
這
お
ご
。
た
だ
竃
暮
§
冨
一
等
の
自
治
体
に
つ
い
て
は
例
外
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
（
竃
8
＆
～
U
ε
Φ
言
9
Φ
暮
9
ω
8
芭
留
署
一
。
＄

　
　
9
導
Φ
乞
。
≦
國
自
ぎ
お
O
q
●
¢
臼
o
。
（
這
お
ご
。
こ
の
よ
う
に
公
務
員
個
人
が
被
告
と
な
る
の
で
、
敗
訴
の
場
合
州
等
が
損
害
賠
償
金
を
負
担
す

　
　
る
制
度
の
創
設
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
℃
9
零
甲
望
冨
。
F
頓
§
ε
Q
。
竃
§
§
§
い
ー
掬
§
＆
誉
、
ミ
§
亀
ミ
　
マ
ま
ε
き
き
箏
網
巴
Φ

　
　
q
巳
奉
邑
な
謹
①
器
這
o
。
ρ
暮
o。
甲
o
。
幹
植
村
「
不
法
行
為
責
任
」
六
四
四
－
六
四
五
頁
）
。

　
（
6
1
）
　
資
力
の
間
題
や
萎
縮
効
果
が
生
じ
る
と
の
関
心
が
あ
る
（
糞
9
臼
－
雲
宇
賀
、
前
掲
書
、
三
四
四
頁
）
。
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こる例田渥園頃ノ7■㌔　　　　　O　　　》』　　　　r　r　　革　　　曲つ　　　rn
頃
m
Φ
暮
弩
騨
寒
始
蓉
ぎ
♂
①
零
辞
認
㌣
誤
ρ

園
部
逸
夫
『
行
政
手
続
の
法
理
』
有
斐
閣
、
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
、
一
一
一
頁
。

渥
美
東
洋
『
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕
』
有
斐
閣
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
、
一
五
八
ー
一
六
〇
頁
。

田
村
「
不
法
行
為
責
任
」
一
二
〇
ー
一
二
二
頁
。

例
え
ば
、
植
村
『
不
法
行
為
責
任
」
六
四
四
ー
六
四
五
頁
、
で
は
、
救
済
を
個
人
責
任
で
な
す
こ
と
と
、
人
種
差
別
解
消
の
点
の
み
指
摘
さ
れ

こ
の
事
実
を
指
摘
す
る
文
献
と
し
て
阿
部
泰
隆
『
国
家
補
償
法
』
有
斐
閣
、
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
、
二
七
頁
．

参
考
文
献

　
本
稿
の
論
旨
か
ら
直
接
引
用
す
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
が
、
合
衆
国
の
法
制
度
と
の
関
係
で
若
干
関
係
す
る
邦
語
文
献
を
参
考
文
献
と
し
て
一
括
し

て
掲
げ
て
お
く
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

　
公
務
員
の
個
人
責
任
に
関
し
て
．

　
神
長
勲
「
ア
メ
リ
カ
行
政
法
に
お
け
る
公
務
員
の
不
法
行
為
責
任
」
『
青
山
法
学
論
集
』
第
一
六
巻
三
・
四
号
、
昭
和
五
〇
（
一
九
七
五
）
年
、
九

五
頁
以
下
。

　
植
村
栄
治
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
州
お
よ
び
地
方
団
体
の
公
務
員
の
個
人
責
任
法
制
の
現
状
」
『
成
膜
法
学
』
第
二
九
号
、
平
成
元
（
一
九

八
九
）
年
、
一
〇
九
頁
以
下
。

　
公
共
訴
訟
に
関
し
て
、

　
小
島
武
司
「
『
公
共
訴
訟
』
の
理
論
」
『
民
事
訴
訟
雑
誌
』
第
二
三
号
．
昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）
年
．
一
頁
以
下
。

　
和
田
英
夫
「
公
共
利
益
と
公
共
的
訴
訟
』
『
法
律
論
叢
』
第
五
六
巻
第
一
・
二
号
、
昭
和
五
八
（
一
九
八
三
）
年
、
七
三
頁
以
下
。

藤
倉
皓
一
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
共
訴
訟
の
一
原
型
－
人
種
別
学
解
消
訴
訟
に
お
け
る
救
済
の
範
囲
」
『
法
学
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集
　
第

二
巻
』
有
斐
閣
、
昭
和
五
八
（
一
九
八
三
）
年
、
二
六
〇
頁
以
下
。

小
林
秀
之
『
ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟
法
』
弘
文
堂
、
昭
和
六
〇
（
一
九
八
五
）
年
、
八
一
頁
以
下
。

渡
辺
修
「
憲
法
訴
訟
と
『
構
造
改
革
』
モ
デ
ル
ー
フ
ィ
ス
の
研
究
i
法
解
釈
の
方
法
と
憲
法
の
構
造
」
『
神
戸
学
院
法
学
』
第
一
七
巻
第
二
号
．
昭
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和
六
一
（
一
九
八
六
）
年
、
三
〇
七
頁
以
下
。

　
デ
ュ
ー
・
プ
官
セ
ス
に
関
し
て
、

　
伊
藤
正
己
「
適
法
手
続
」
同
『
憲
法
の
研
究
』
有
信
堂
　
所
収
、
昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
、
一
〇
〇
頁
以
下
。

　
町
井
和
郎
「
米
連
邦
権
利
章
典
と
修
正
一
四
条
適
法
手
続
条
項
　
e
ー
㊨
」
『
大
東
法
学
』
第
一
ー
四
号
、
昭
和
四
九
ー
五
二
（
一
九
七
四
ー
一
九

七
七
）
年
、
一
号
一
九
九
頁
以
下
、
二
号
一
五
五
頁
以
下
、
三
号
一
〇
五
頁
以
下
、
四
号
六
一
頁
以
下
。

　
梅
木
崇
「
適
正
手
続
の
諸
要
件
と
利
益
衡
量
原
則
　
e
I
㊧
」
『
政
治
学
論
集
』
第
四
・
第
五
号
『
法
学
論
集
』
第
剛
五
号
、
昭
和
五
一
i
五
二
（
一

九
七
六
ー
一
九
七
七
）
年
、
四
号
五
三
頁
以
下
、
六
号
、
二
〇
頁
以
下
、
一
五
号
二
…
二
頁
以
下
。

　
梅
木
崇
『
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
『
聴
聞
の
権
利
』
に
つ
い
て
の
最
近
の
動
向
』
『
政
治
学
論
集
』
第
一
号
．
昭
和
四
九
（
一
九
七
四
）
年
、
二
〇

四
頁
以
下
。

　
梅
木
崇
「
『
聴
聞
の
権
利
』
に
つ
い
て
の
最
近
の
動
向
」
『
駒
沢
大
学
法
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
四
号
、
昭
和
五
三
（
一
九
七
八
）
年
、
九
〇
頁
以
下
、

　
本
多
滝
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
手
続
法
理
の
生
成
－
伝
統
的
行
政
法
理
論
と
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
　
e
ー
⇔
」
『
法
政
論
集
』
第
一

一
八
・
第
一
二
〇
号
、
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
、
一
一
八
号
五
九
頁
以
下
、
一
二
〇
号
三
三
五
頁
以
下
。

　
一
九
八
三
条
の
特
殊
問
題
に
関
し
て
、

　
片
岡
弘
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
検
察
関
係
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
」
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
第
七
〇
〇
号
、
平
成
一
（
一
九

八
九
）
年
、
一
八
頁
以
下
。

　
木
下
智
史
「
私
人
間
に
お
け
る
人
権
保
障
と
裁
判
所
」
『
神
戸
学
院
法
学
』
第
一
八
巻
丁
二
号
・
昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）
年
．
七
九
頁
以
下
。
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